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議案第６５号  

   専決処分について  

 令和２年４月２８日専決処分により、次のとおり千葉市国民健康保険

条例の一部を改正する条例を制定公布したので承認を求める。  

  令和２年６月８日提出  

                  千葉市長 熊 谷 俊 人  
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千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  令和２年４月２８日  

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第２２号 

千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 千葉市国民健康保険条例（昭和６１年千葉市条例第１０号）の一部を

次のように改正する。 

附則に次の５項を加える。  

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当 

金）  

18 給与等（所得税法第２８条第１項に規定する俸給、給料、賃金、歳

費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与をいい、賞与（健康保険

法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支

払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないと

き（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１ 

号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症に感染した

とき又は発熱等の症状があり当該感染症への感染が疑われるときに限

る。）は、その労務に服することができなくなった日から起算して３

日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち労務

に服することを予定していた日について、当該被保険者の属する世帯

の世帯主に対し、傷病手当金を支給する。  

19 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属

する月の前月を含む直近の継続した３月間の給与等の収入の額の合計

額を就労日数で除した額（その額に、５円未満の端数があるときは、

これを切り捨て、５円以上１０円未満の端数があるときは、これを 

１０円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する額（その額

に、５０銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、５０銭以上１

円未満の端数があるときはこれを１円に切り上げるものとする。）と

する。ただし、健康保険法第４０条第１項に規定する標準報酬月額等

級のうちの最高等級の標準報酬月額の３０分の１に相当する額（その

額に、５円未満の端数があるときはこれを切り捨て、５円以上１０円
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未満の端数があるときはこれを１０円に切り上げるものとする。）の

３分の２に相当する額（その額に、５０銭未満の端数があるときはこ

れを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数があるときはこれを１円に

切り上げるものとする。）が、この項本文の規定により算定された額

を下回るときは、当該下回る額とする。  

20 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６

月を超えないものとする。  

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金

と給与等の調整）  

21 附則第１８項の期間において、給与等の全部又は一部の支払を受け

ることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷

病手当金を支給しない。ただし、その一部の支払を受けることができ

る給与等の額が、附則第１９項の規定により算定される額より少ない

ときは、その差額を支給する。  

22 附則第１８項及び前項ただし書の規定にかかわらず、傷病手当金の

支給は、附則第１８項の期間において、健康保険法、船員保険法、国

家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法

の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、

行わない。  

   附 則  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

２ この条例による改正後の附則第１８項から第２２項までの規定は、

傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則で定める日

までの間に属する場合に適用する。  
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

議 案 説 明  

  千葉市国民健康保険条例の一部改正について、地方自治法第１７９

条第１項の規定に基づき専決処分したので、同条第３項の規定に基づ

き、報告するものであります。  
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議案第６６号  

   専決処分について  

 令和２年５月２２日専決処分により、次のとおり千葉市後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例を制定公布したので承認を求める。  

  令和２年６月８日提出  

                  千葉市長 熊 谷 俊 人  
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千葉市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。  

  令和２年５月２２日  

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第２３号 

千葉市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 千葉市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年千葉市条例第１２

号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。  

（８）広域連合条例附則第５条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出

の受付  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

議 案 説 明  

  千葉市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分したので、同条第３項の

規定に基づき、報告するものであります。  
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議案第７０号 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部

改正について 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和２年６月８日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１

年千葉市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

附則第１４項中「減じた額」の次に「（令和２年７月１日から同月 

３１日までの間において支給する給料の額については、当該減じて得た

額に１００分の３０を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があると

きは、これを切り捨てた額）を減じた額）」を加える。 

附則中第２７項を第２８項とし、第１５項から第２６項までを１項ず

つ繰り下げ、第１４項の次に次の１項を加える。 

（副市長の給料の額の特例措置） 

15 副市長に対して令和２年７月１日から同月３１日までの間において

支給する給料の額は、第３条第１項第１号の規定にかかわらず、同号

の規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額から、当

該額に１００分の３０を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。 

附 則 

この条例は、令和２年７月１日から施行する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

新型コロナウイルス感染症の緊急対策事業の財源に活用することを

目的に、市長及び副市長の給料について減額措置を実施するため、条

例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第７１号 

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について 

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定するものとする。 

令和２年６月８日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例（昭和３７年千葉市条例第２４号）

の一部を次のように改正する。 

 第４条第６項中「訪問による」を削る。 

 附則に次の３項を加える。 

（感染症作業手当の特例） 

２ 職員が、新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス感染症を

指定感染症として定める等の政令（令和２年政令第１１号）第１条に

規定するものをいう。以下同じ。）により生じた事態に対処するため、

市長が別に定めるものの内部並びにこれへの移動時の動線及び車内に

おいて、市長が別に定める作業に従事したときは、感染症作業手当を

支給する。 

３ 前項に規定する作業に従事したときに支給する感染症作業手当の額

は、勤務１回につき、３，０００円（新型コロナウイルス感染症の患

者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時

間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に

従事した場合にあっては、４，０００円）とする。 

４ 第２０条第２項から第４項までの規定は、前２項の規定により感染

症作業手当を支給する場合についても適用する。この場合において、

同条第４項中「規則で」とあるのは、「市長が別に」とする。 

 別表第２（２）の部児童相談所相談等業務の項中「１８０円」を「１，

０００円」に改める。 
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附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例（以下

「改正後の特勤条例」という。）附則第２項から第４項までの規定は、

令和２年１月２７日から市長が別に定める日までに従事した作業につ

いて適用する。 

３ 改正後の特勤条例第４条第６項及び別表第２の規定は、令和２年４

月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

４ 改正後の特勤条例の規定を適用する場合においては、この条例によ

る改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給

された給与は、改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

児童相談所に勤務する職員の相談等業務手当の額を引き上げるとと

もに、新型コロナウイルス感染症に係る感染症作業手当を支給するこ

ととするため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第７２号 

千葉市市税条例の一部改正について 

千葉市市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとす

る。 

令和２年６月８日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市市税条例の一部を改正する条例 

千葉市市税条例（昭和４９年千葉市条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

附則第５条第１項中「まで」の次に「、法附則第６１条及び法附則第

６２条」を加え、同条に次の１項を加える。 

15 法附則第６２条に規定する条例で定める割合は、零とする。 

 附則第５条の２中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」

に改める。 

附則に次の１条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

第１６条 第３条の３第７項の規定は、法附則第５９条第３項において

準用する法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間について

準用する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症に係る徴収

猶予の特例に係る申請書等の訂正期間を定めるほか、所要の改正を行

うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第７３号 

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正について 

 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和２年６月８日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例 

 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成５

年千葉市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２幕張新都心住宅地区地区整備計画区域の部Ａ－１街区（超高

層、近隣商業地域）の項（い）欄及び同部Ａ－２街区（中・高層、近隣

商業地域）の項（い）欄中「、近隣商業地域」を削り、同部Ｂ－１街区

（超高層、住居地域）の項（い）欄、同部Ｂ－２街区（高層・公共公益、

住居地域）の項（い）欄及び同部Ｂ－３街区（中層、住居地域）の項

（い）欄中「、住居地域」を削り、同部（う）欄中「射的場」の次に「、

勝馬投票券発売所、場外車券売場」を加え、同部に次のように加える。 

Ｃ街区（低・

中層） 

（１）住宅 

（２）兼用住宅 

（３）共同住宅、寄宿舎又は下宿 

（４）自動車教習所 

（５）ホテル又は旅館 

（６）工場（パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他

これらに類する食品製造業を営むもので、作業

場の床面積の合計が５０平方メートル以内であ

り、かつ、原動機を使用する場合の出力の合計

が０．７５キロワット以下のものを除く。） 

（７）畜舎（ペットショップ、動物病院又はペット 
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 ホテルに附属するものを除く。） 

（８）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類す

るもの 

（９）集会場（葬儀を行うものに限る。） 

（10）墓地、埋葬等に関する法律第２条第６項に規

定する納骨堂 

（11）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律第２条第７項から第１０項までに規定す

る営業の用に供するもの 

別表第２蘇我副都心臨海地区地区整備計画区域の部Ａ－１ゾーンの項、

同部Ａ－２ゾーンの項及び同部Ａ－３ゾーンの項中「又は（り）項第３

号」を「、（ぬ）項第３号又は（る）項第１号」に改め、同部Ｃ－１ゾ

ーンの項を次のように改める。 

Ｃゾーン 次に掲げる建築物（風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律第２条第４項、第５項及び第１１

項の営業の用に供するものを除く。）以外のもの 

（１）事務所 

（２）物品販売業を営む店舗又は飲食店 

（３）理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、

貸衣装屋、貸本屋、銀行の支店、損害保険代理

店、宅地建物取引業その他これらに類するサービ

ス業を営む店舗 

（４）観覧場 

（５）カラオケボックスその他これに類するもの 

（６）ゲームセンター又はビリヤード場 

（７）運動施設 

（８）学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類

する施設 

（９）老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これら 

13



 

 

 に類するもの 

（10）診療所 

（11）病院 

（12）老人福祉センター、児童厚生施設その他これら

に類するもの 

（13）畜舎（床面積の合計が５０平方メートルを超え

ないもので、ペットショップ、動物病院又はペッ

トホテルに附属するものに限る。） 

（14）公衆浴場 

（15）集会場 

（16）自動車車庫（都市計画道路川崎町東西２号線の

道路境界線から１５メートル以内の１階部分を自

動車車庫の用途に供するものを除く。） 

（17）自動車修理工場以外の工場（法別表第２（ヘ）

項第２号、（と）項第３号、（ぬ）項第３号又は

（る）項第１号に掲げるものを除く。） 

（18）作業場の床面積の合計が３００平方メートル以

下の自動車修理工場（都市計画道路川崎町東西２

号線の道路境界線から１５メートル以内に当該用

途に供する部分を有しないものに限る。） 

（19）危険物の貯蔵又は処理に供するもの（法別表第

２（と）項第４号に掲げるものを除く。） 

（20）ポンプ施設 

（21）住宅（都市計画道路川崎町東西２号線の道路境

界線から１５メートル以内の１階部分を住宅（兼

用住宅の住宅に供する部分を含む。以下この号に

おいて同じ。）の用途に供するものにあっては、

当該住宅の用途に供する部分が出入口、階段その

他これらに類するもののみであるものに限る。） 

（22）共同住宅、寄宿舎又は下宿（以下この号におい 
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 て「共同住宅等」という。）（都市計画道路川崎

町東西２号線の道路境界線から１５メートル以内

の１階部分を共同住宅等の用途に供するものにあ

っては、当該共同住宅等の用途に供する部分が出

入口ホール、階段、管理人室その他これらに類す

るもののみであるものに限る。） 

（23）集会所（住民の自治活動の用に供するものに限

る。） 

（24）公共用歩廊又は法別表第２（い）項第９号若し

くは（は）項第７号に掲げるもの 

（25）前各号の建築物に附属するもの 

別表第２蘇我副都心臨海地区地区整備計画区域の部Ｃ－２ゾーンの項

を削る。 

別表第２ちばリサーチパーク千葉地区地区整備計画区域の部Ａ地区の

項、同部Ｂ地区の項及び同表千葉外房有料道路高田インターチェンジ周

辺地区地区整備計画区域の部Ａ地区の項中「別表第２（ぬ）項第１号」

を「別表第２（る）項第１号」に、「別表第２（ぬ）項第２号」を「別

表第２（る）項第２号」に改める。 

別表第４幕張新都心住宅地区地区整備計画区域の部Ａ－１街区（超高

層、近隣商業地域）の項及び同部Ａ－２街区（中・高層、近隣商業地域）

の項中「、近隣商業地域」を削り、同部Ｂ－１街区（超高層、住居地域）

の項、同部Ｂ－２街区（高層・公共公益、住居地域）の項及び同部Ｂ－

３街区（中層、住居地域）の項中「、住居地域」を削り、同部に次のよ

うに加える。 

Ｃ街区（低・中層） １，０００平方メートル 

別表第５蘇我副都心臨海地区地区整備計画区域の部Ｃ－１ゾーンの項

中「Ｃ－１ゾーン」を「Ｃゾーン」に改め、同部Ｃ－２ゾーンの項を削

る。 

別表第６千葉東角栄団地地区地区整備計画区域の部の前に次のように

加える。 
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幕張新都心住

宅地区地区整

備計画区域 

Ｃ街区（低・中層） １５メートル 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

幕張新都心住宅地区の地区計画の変更に伴い、新たに地区整備計画

が定められた区域を条例の適用範囲に加えるほか、所要の改正を行う

ため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第７４号 

千葉市都市公園条例の一部改正について 

 千葉市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

  令和２年６月８日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市都市公園条例の一部を改正する条例 

 千葉市都市公園条例（昭和３４年千葉市条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第２中 

「 

昭 和 の

森 

貸自転車 年末年始以外の

日 

午前９時から午

後５時まで 

                              」 

「 

昭 和 の

森 

球技場 年末年始以外の

日 

午前９時から午

後５時まで 庭球場 

貸自転車 

                              」 

改める。 

別表第３中 

「 

昭和の森 貸自転車 

                              」 

「 

昭和の森 球技場 

 庭球場 

貸自転車 

                              」 

を 

に 

を 

に 
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改める。 

附 則 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第３に規定する昭和の森の球技場及び

庭球場に係る指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前にお

いても行うことができる。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

昭和の森の球技場及び庭球場の管理を指定管理者に行わせるため、

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第７５号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和２年６月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 千葉市立千城台わかば小学校大規模改造工事 

２ 施工場所 千葉市若葉区千城台北１丁目４番１号 

３ 工事概要（１）校舎棟    内外部改修工一式 

 （２）屋内運動場棟 内外部改修工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札 

５ 契約金額 ３７９，５００，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から２４０日間 

７ 請 負 者 千葉市中央区稲荷町１丁目３番１号 

株式会社山田工務所 

代表取締役 山田 淳史 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  千葉市立千城台わかば小学校大規模改造工事を行うための工事請負

契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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